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(57)【要約】
【課題】組み付けが簡単で、部品点数が少なく、十分な
ラップ量の設定も可能で、さらに部品点数を少なくでき
る電線固定部材を提供する。
【解決手段】電線２０を固定する電線固定バンド１にお
いて、リング状に形成し両端部が円周方向に交差した本
体部２の一方の端部２ａの先端に第１フランジ部３を、
他方の端部２ｂの先端に第２フランジ部４を、他方の端
部２ｂが一方の端部２ａから離間する方向に凸部５を、
他方の端部２ｂの先端よりも一方の端部よりに係止部６
を、それぞれ設ける。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内側に電線を通して、ハウジング内に取り付けられることにより前記電線を前記ハウジ
ングに固定する電線固定部材において、
　両端部が円周方向に交差してリング状をなすとともに前記両端部が接離することで拡縮
自在のリング本体部と、
　前記両端部の先端から前記リング本体部の外周方向に立設した一対のフランジ部と、
　前記リング本体部から外周方向に突出し、円周方向に交差した両端部のうち他方の端部
が一方の端部から離間する方向に配置された凸部と、
　前記他方の端部から突出し、前記リング本体部が縮径した際に前記一方の端部の先端か
ら立設した一方の前記フランジ部に係止される係止部と、
を備えたことを特徴とする電線固定部材。
【請求項２】
　前記リング本体部の前記一方の端部にスリットを設け、前記スリットに前記他方の端部
が進入して円周上に交差されていることを特徴とする請求項１に記載の電線固定部材。
【請求項３】
　前記電線を固定する爪部が、前記リング本体部の内周に向かって突出するとともに前記
リング本体部の円周に沿って複数設けられていることを特徴とする請求項１または２に記
載の電線固定部材。
【請求項４】
　前記リング本体部の前記一方の端部と前記他方の端部との中間に前記リング本体部の外
周方向に突出した前記ハウジングに固定される固定部が設けられていることを特徴とする
請求項１乃至３のうちいずれか一項に記載の電線固定部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ワイヤーハーネス等の電線をハウジングに固定するための電線固定部材に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のワイヤーハーネスなどの電線が引っ張られた際の応力を加締め部等に伝えないた
めに、電線中間部分をコネクタハウジング等の筐体に固定する構造を図１１に示す。図１
１に示した構造は、電線１０１と、ハウジング１０２と、ＣＳ－ＲＩＮＧ１０３と、スト
ッパーＲＩＮＧ１０４と、収縮チューブ１０５と、から構成されている。
【０００３】
　電線１０１は、複数の被服電線１０１ａが外側絶縁カバー１０１ｂで覆われ、被服電線
の一端には、例えば、芯線を露出させて端子金具などが取り付けられる。ハウジング１０
２は、絶縁性の合成樹脂などで略円筒状に形成される。ハウジング１０２の内部を貫通す
る孔は、大径部１０２ａと、大径部１０２ａよりも直径が小さい小径部１０２ｂと、が連
なって構成され、大径部１０２ａと小径部１０２ｂとの境界には段部１０２ｃが形成され
ている。
【０００４】
　ＣＳ－ＲＩＮＧ１０３は、リング状に形成され、リングの内径は外側絶縁カバー１０１
ｂの外径よりも大きい。また、ＣＳ－ＲＩＮＧ１０３は、リングの内側に向かって複数の
凸部１０３ａが形成されている。凸部１０３ａは、各凸部１０３ａの先端を結んだ円の径
（凸内径）が外側絶縁カバー１０１ｂの外径よりも小さくなるように形成されている。ス
トッパーＲＩＮＧ１０４は、リング状に形成され、リングの内径がＣＳ－ＲＩＮＧ１０３
の外径と略同一、かつ、外径がハウジング１０２の大径部１０２ａと略同一となっている
。収縮チューブ１０５は、外側絶縁カバー１０１ｂの外表面に取り付けられている。
【０００５】
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　ＣＳ－ＲＩＮＧ１０３は、ストッパーＲＩＮＧ１０４の内径部に取り付けられて、電線
１０１に組み付けられる。その後ハウジング１０２内へ段部１０２ｃにストッパーＲＩＮ
Ｇ１０４の一方の側面が接するように取り付けられる。
【０００６】
　また、電気伝導ケーブルを電気コネクタに固定する部材としては、特許文献１に記載の
ストレインリリーフが提案されている。
【特許文献１】特開２００５－５３４１４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、図１に示した構造では、外側絶縁カバー１０１ｂの外径よりも小さい凸
内径のＣＳ－ＲＩＮＧ１０３を通さなければならないため常に圧入状態で作業することに
なり組み付けが困難である。また、組み付け性との兼ね合いからＣＳ－ＲＩＮＧ１０３の
凸部１０３ａの大きさやラップ量には限界があり、十分なラップ量を設定することができ
ない。また、図１１の矢印Ａ方向への移動規制は可能であるが逆方向への規制ができない
。さらに、固定するためにＣＳ－ＲＩＮＧ１０３とストッパーＲＩＮＧ１０４の２つの部
品が必要であり部品点数が多い。といった問題があった。
【０００８】
　また、特許文献１に記載のストレインリリーフはオーバーモールドされるので、分解が
困難であり何度も脱着を行うことはできないという問題がある。
【０００９】
　そこで、本発明は、上記のような問題点に着目し、組み付けが簡単で、部品点数が少な
く、十分なラップ量の設定も可能で、さらに部品点数を少なくできる電線固定部材を提供
することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するためになされた請求項１に記載の発明は、内側に電線を通して、ハ
ウジング内に取り付けられることにより前記電線を前記ハウジングに固定する電線固定部
材において、両端部が円周方向に交差してリング状をなすとともに前記両端部が接離する
ことで拡縮自在のリング本体部と、前記両端部の先端から前記リング本体部の外周方向に
立設した一対のフランジ部と、前記リング本体部から外周方向に突出し、円周方向に交差
した両端部のうち他方の端部が一方の端部から離間する方向に配置された凸部と、前記他
方の端部から突出し、前記リング本体部が縮径した際に前記一方の端部の先端から立設し
た一方の前記フランジ部に係止される係止部と、を備えたことを特徴とする電線固定部材
である。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記リング本体部の前記一
方の端部にスリットを設け、前記スリットに前記他方の端部が進入して円周上に交差され
ていることを特徴とするものである。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の発明において、前記電線を固定す
る爪部が、前記リング本体部の内周に向かって突出するとともに前記リング本体部の円周
に沿って複数設けられていることを特徴とするものである。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３のうちいずれか一項に記載の発明において、
前記リング本体部の前記一方の端部と前記他方の端部との中間に前記リング本体部の外周
方向に突出した前記ハウジングに固定される固定部が設けられていることを特徴とするも
のである。
【発明の効果】
【００１４】



(4) JP 2010-31939 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

　以上説明したように請求項１に記載の発明によれば、一対のフランジ部を互いに接近さ
せるようにしてリング本体部の外内径を拡径すれば電線を容易に通すことができるので組
み付けが容易となる。また、他方の端部から立設したフランジ部と凸部とを互いに接近さ
せるようにしてリング本体部の内外径を縮径すれば電線を強固に固定することができる。
また、係止部によってリング本体部が中立状態に戻ることを阻止して前記した電線を固定
する状態を保持することができる。また、固定を解除することが容易なため何度でも組み
付けのやり直しが可能となる。さらに、１つの部材で電線の固定が可能となる。
【００１５】
　請求項２に記載の発明によれば、請求項１に発明の効果に加えて、リング本体部の一方
の端部に設けたスリットに他方の端部が進入して円周上に交差されることで、リング本体
部のリング状態を保持し易くすることができる。
【００１６】
　請求項３に記載の発明によれば、複数の爪部によってより確実に電線を固定することが
でき、十分なラップ量を得ることができる。
【００１７】
　請求項４に記載の発明によれば、固定した電線がどの方向に移動しようとしても移動を
規制することができるため確実にハウジング内に固定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の一実施形態にかかる電線固定部材としての電線固定バンドを図１ないし
図１０に基づいて説明する。図１は、本発明の一実施形態にかかる電線固定バンドの中立
状態の斜視図である。図２は、図１のＸ－Ｘ線に沿う断面図である。図３は、図１に示さ
れた電線固定バンドの固定状態の斜視図である。図４は、図３のＸ－Ｘ線に沿う断面図で
ある。本発明の一実施形態にかかる電線固定バンド１は、図１ないし図４に示すように本
体部２に、第１フランジ部３と、第２フランジ部４と、凸部５と、係止部６と、爪部７と
、固定部８と、を備えている。
【００１９】
　リング本体部としての本体部２は、例えば帯板状の板金等を曲げる等してリング状に形
成されている。また、本体部２は、リングが拡径（内外径が拡大）した際には挿入される
電線の外径よりも大きく、後述する爪部７が電線に接触しない程度の大きさに形成されて
いる。また、本体部２の他方の端部２ｂの幅は一方の端部２ａの幅よりも狭く形成されて
いる。また、本体部２の一方の端部２ａにはスリット９が設けられており、後述する第２
フランジ部４が進入して円周上に交差するように配置されている。従って、スリット９は
他方の端部２ａと略同じ幅かわずかに広く形成されており、さらに、スリット９は、本体
部２が縮径（内外径が縮小）して係止部６が第１フランジ部３に係止されるまで第２フラ
ンジ部４が一方の端部２ａ方向に移動可能な長さに形成されている。すなわち、本体部２
は両端部が円周方向に交差してリング状をなすとともに前記両端部が接離することで拡縮
自在となっている。
【００２０】
　一対のフランジ部としての第１フランジ部３は、本体部２の一方の端部２ａの先端に本
体部２の外周方向に向かって立設している。一対のフランジ部としての第２フランジ部４
は、本体部２の他方の端部２ｂの先端に本体部２の外周方向に向かって立設している。
【００２１】
　凸部５は、本体部２の一方の端部２ａのスリット９よりも他方の端部２ｂ寄りに設けら
れている。すなわち、本体部２の中立状態（外力を受けてなく弾性変形していない初期状
態）で第２フランジ部４が第１のフランジ部３から離間する方向に配置されている。また
、凸部５は、本体部２の他方の端部２ｂ寄り（中央寄り）にコ字状に切れ目を入れて外周
方向に折り曲げて突出している。
【００２２】
　係止部６は、本体部２の他方の端部２ｂに設けられている。また、係止部６は、本体部
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２の一方の端部２ａ寄りにコ字状に切れ目を入れて外周方向に折り曲げて突出している。
また、係止部６は、図１および図２に示すように本体部２が弾性変形していない中立状態
の場合、第１フランジ部３を第２フランジ部４との間に位置するように設けられている。
そして、図３および図４に示すように本体部２が縮径して固定状態（電線を固定している
状態）の場合、係止部６が第１フランジ部３に係止されて第２フランジ部が第１フランジ
部に接近して中立状態に戻るのを阻止する。
【００２３】
　爪部７は、本体部２の両側面に円周に沿って複数設けられている。また、爪部７は、本
体部２の内周に向かって突出している。
【００２４】
　固定部８は、本体部２の一方の端部２ａと他方の端部２ｂの中間に設けられている。中
間とは、例えば図１ないし図４のように、第１、第２フランジ部が円周の上方に位置した
際には下方近辺に位置することが望ましい。また、固定部８は、本体部２の他方の端部２
ｂ寄りにコ字状に切れ目を入れて外周方向に折り曲げて突出している。
【００２５】
　次に、上述した構成の電線固定バンド１を用いた電線の固定手順について図５ないし図
１０を参照して説明する。
【００２６】
　まず、図５に示すように、電線固定バンド１の第１フランジ部３と第２フランジ部４と
をラジオペンチ３０で挟み、第１フランジ部３と第２フランジ部４が互いに接するように
する。このようにすると、本体部２が拡径する方向に弾性変形する。なお、ラジオペンチ
３０は、特にラジオペンチ３０に限らず、第１フランジ３と第２フランジ４とを挟んで互
いに接するようにできる工具であればよい。
【００２７】
　次に、図６に示すように、本体部２が拡径した状態の電線固定バンド１に電線２０を挿
入する。電線個定バンド１は、本体部２が拡径しているために電線２０の外径よりも大き
くなり容易に電線を挿入することができる。ここで、電線２０は、従来技術と同様に複数
の被服電線が外側絶縁カバーで覆われている。図６ないし図９は簡略化のため電線２０の
外側絶縁カバーで覆われた外表面部分のみを示す。
【００２８】
　次に、図７に示すように、電線２０の所定の位置に電線固定バンド１が位置付けられた
時点で第１、第２フランジを離す。そうすると、本体部２が縮径する方向に弾性復元し中
立状態に戻ろうとする。本体部２が弾性復元すると、爪部７が、電線２０の外表面に軽く
食い込み仮固定することができる。
【００２９】
　次に、図８に示したように、第２フランジ部４と凸部５とをラジオペンチ３０で挟み、
第２フランジ部４と凸部５が互いに近づく（つまり、第１フランジ部３と第２フランジ部
４とが離れる）ようにする。このようにすると、本体部２が縮径する方向に弾性変形し、
係止部６が第１フランジ部４の付け根部分で押されて弾性変形しながら第１フランジ部３
を通過する。
【００３０】
　そして、図９に示したように、係止部６が第１フランジ部３を完全に通過した時点でラ
ジオペンチ３０を離すと、係止部６の先端部が第１フランジ部３の側面と接触して本体部
２が中立状態に戻ろうとすることを阻止する。この時点で、爪部７は、図７に示した状態
よりもより深く電線２０に食い込むためにより強固に保持される。
【００３１】
　上述した方向で電線２０に取り付けられた電線固定バンド１は、図１０に示すように例
えば電線２０内の被服電線を端子金具などに接続するコネクタハウジング４０内の取り付
け部４０ａに取り付けられる。取り付け部４０ａは、電線固定バンド１よりも幅（図１０
のＷ）が広く、かつ、内径（図１０のＨ）が電線固定バンド１の第１フランジ部３、第２
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フランジ部４と固定部８を結ぶ円周よりも大きくなるように形成されている。また、取り
付け部４０ａは、電線固定バンド１の幅方向に電線２０が貫通できる孔があけられた壁が
設けられているので、電線２０が図１０の矢印Ｃや矢印Ｄの方向に引っ張られても、固定
部８や第１フランジ部３、第２フランジ部４と壁が接触して移動が規制される。
【００３２】
　本実施形態によれば、電線２０を固定する電線固定バンド１において、リング状に形成
し両端部が円周方向に交差した本体部２の一方の端部２ａの先端に第１フランジ部３を、
他方の端部２ｂの先端に第２フランジ部４を、他方の端部２ｂが一方の端部２ａから離間
する方向に凸部５を、他方の端部２ｂの先端よりも一方の端部よりに係止部６を、それぞ
れ設けているので、まず、第１フランジ部３と第２フランジ部４とで本体部２を拡径する
ことができので、電線２０を容易に挿入することができる。また、第２フランジ部４と凸
部５とで本端部２を縮径することができるので、電線２０に電線固定バンド１を固定する
ことができる。また、係止部６により本体部２が弾性変形して中立状態に戻ることを阻止
して固定状態を保持することができる。さらに、１つの部材で電線の固定とハウジング内
の固定をすることができるので部品点数を削減することができる。
【００３３】
　また、本体部２の一方の端部２ａにスリット９を設けて、スリット９に他方の端部２ｂ
が侵入して円周上に交差されているので、本体部２のリング状態を保持し易くすることが
できる。
【００３４】
　また、複数の爪部７を本端部２の円周に沿って内周に向かって突出するように設けてい
るので、爪部７を電線２０の外表面に食い込ませて確実に固定することができる。また、
爪部７の食い込み量を調整することで保持力（ラップ量）を調整することができる。
【００３５】
　また、固定部８を一方の端部２ａと他方の端部２ｂとの中間に設けたので、コネクタハ
ウジング４０内で電線２０がどちらの方向に引っ張られても移動を規制することができる
。
【００３６】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱し
ない範囲で種々変形して実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の一実施形態にかかる電線固定バンドの中立状態の斜視図である。
【図２】図１のＸ－Ｘ線に沿う断面図である。
【図３】図１に示された電線固定バンドの固定状態の斜視図である。
【図４】図３のＸ－Ｘ線に沿う断面図である。
【図５】図１に示された相手方コネクタの斜視図である。
【図６】図１に示された電線固定バンドを用いた電線の固定手順の説明図である。
【図７】図１に示された電線固定バンドを用いた電線の固定手順の説明図である。
【図８】図１に示された電線固定バンドを用いた電線の固定手順の説明図である。
【図９】図１に示された電線固定バンドを用いた電線の固定手順の説明図である。
【図１０】図１に示された電線固定バンドを用いた電線のコネクタハウジング内の固定状
態の一部断面図である。
【図１１】従来の電線の固定方法を示した一部断面図である。
【符号の説明】
【００３８】
１            電線固定バンド（電線固定部材）
２            本体部（リング本体部）
２ａ          一方の端部
２ｂ          他方の端部
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３            第１フランジ部（一対のフランジ部）
４            第２フランジ部（一対のフランジ部）
５            凸部
６            係止部
７            爪部
８            固定部
９            スリット

【図１】 【図２】

【図３】



(8) JP 2010-31939 A 2010.2.12

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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